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京都市保健所京都市保健所京都市保健所京都市保健所組織改正組織改正組織改正組織改正についてについてについてについて    

 

 

 

 平成２７年４月１日付けで，京都市保健所について，次の組織改正を行いました。  

 

 

 

１１１１    医務審査課医務審査課医務審査課医務審査課のののの廃止及廃止及廃止及廃止及びびびび生活衛生課生活衛生課生活衛生課生活衛生課のののの名称変更名称変更名称変更名称変更    

  医務審査課所管の生活保護等による診療報酬の審査業務を監査適正給付推進課

に移管することに伴い，医務審査課を廃止する。 

  また，医務審査課所管の病院等の許認可業務等及び京都市立病院機構との連絡調

整に関する業務を生活衛生課に移管することに伴い，生活衛生課の名称を医務衛生

課に改称する。 

 

２２２２    動物愛護等関連業務動物愛護等関連業務動物愛護等関連業務動物愛護等関連業務のののの移管移管移管移管    

  「生活衛生」と「動物愛護」の２つの観点から取組が求められる「動物との共生

に向けたマナー等に関する条例」等の運用を通じて，人と動物とが共生する社会の

実現に向けた取組を効果的に推進するため，保健医療課の動物愛護係長及び事業推

進係長を医務衛生課に移管する。 

 

３３３３    府市共同府市共同府市共同府市共同によるによるによるによる「「「「京都動物愛護京都動物愛護京都動物愛護京都動物愛護センターセンターセンターセンター」」」」のののの設置設置設置設置    

  動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深める取組の拠点施設として，

「京都動物愛護センター」を府市共同で設置する。また，これに伴い，「家庭動物

相談所」を廃止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

京都市保健所機京都市保健所機京都市保健所機京都市保健所機構図構図構図構図（（（（平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度））））    

 

保健福祉局保健福祉局保健福祉局保健福祉局  京都市保健所京都市保健所京都市保健所京都市保健所【地域保健法第５条第１項による保健所】 

        ・保健所長（医務監） 

         ・保健所次長（保健衛生推進室長） 

         ・担当部長（保健衛生推進室担当部長） 

 

          保健医療課 

          ・保健医療課長 

（調査係長，企画係長，健康増進係長，担当課長補佐，歯科保健係長， 

食育推進係長） 

          ・感染症予防担当課長 

           （感染症予防係長，母子保健係長） 

          ・健康危機対策担当課長 

           （健康危機対策係長，食品安全係長） 

          医務衛生課 

          ・医務衛生課長 

           （管理係長，事業推進係長，担当課長補佐，担当係長） 

           ・生活衛生担当課長 

           （生活衛生係長，薬務係長，動物愛護係長） 

          ・中央斎場担当課長 

           （担当課長補佐，主席衛生業務員） 

 

        保健保健保健保健センターセンターセンターセンター【地域保健法第１２条による保健所支所】 

＜北・上京・左京・中京・東山・山科・下京・南・右京・西京・伏見＞ 

・保健センター長（区役所保健部長） 

 

 健康づくり推進課 

 ・健康づくり推進課長，担当課長 

          （管理係長，成人保健・医療係長，担当係長，母子・精神保健係長） 

 衛生課 

 ・衛生課長 

（生活衛生係長，食品衛生係長） 

保健センター支所＜洛西・深草・醍醐＞ 

・支所長（区役所支所健康づくり推進室副室長） 

  （担当係長） 

 

 


